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  学 校 概 要 
  

   【教育目標】○進んで学ぶ子 

                ○思いやりのある子 

                ○笑顔はじける元気な子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木市立真名子小学校 
                  〒 ３２２－０６０５ 

  栃木県栃木市西方町真名子１０８９－１ 

電 話（０２８２）９２－７６０４ 

ＦＡＸ（０２８２）９２－０２９０ 

   E-mail   manago-es-02@tochigi-city.ed.jp 



１ 学校沿革の概要

２ 学校運営の重点

明治 6年 8月 真名子村（旧）円満寺において開校し，日就学舎と称する。

〃 23年11月 校舎落成する。（間口１５間，奥行５間）

〃 26年 4月 尋常高等併置の制となる。（真名子尋常高等小学校）

〃 26年12月 旧校舎の移転改築竣工する。（明治44年10月着工）

昭和16年 4月 国民学校令施行により真名子国民学校と称する。

〃 22年 4月 学制改正により真名子村立真名子小学校となる。

〃 30年 4月 町村合併により西方村立真名子小学校となる。

〃 45年 2月 改築校舎完成する。（鉄筋コンクリート２階建）

〃 45年11月 校歌制定 体育館完成

〃 47年 8月 25ｍプール完成する。

〃 63年 9月 交通安全功労団体として，栃木県警察本部長より表彰を受ける。

平成元年 2月 「地域に根ざした特色ある学校経営」に対し栃木県小学校教育研究会より受賞

〃 6年10月 町制施行により，西方町立真名子小学校となる。

〃 18年 1月 県「省エネチャレンジ大作戦」最優秀賞受賞

〃 19年 2月 栃木県健康推進学校優秀校受賞

〃 21年 5月 プール給水管改修工事竣工

〃 23年 9月 校舎耐震化工事完了

〃 23年10月 市町合併により栃木市立真名子小学校となる。

〃 25年12月 体育館耐震化工事完了

〃 26年 2月 プール塗装改修 体育小屋改築

〃 27年 9月 普通教室・特別教室エアコン設置

〃 29年 2月 校庭東の大銀杏伐採

〃 29年10月 校舎内トイレ改修

令和 3年 3月 ２年教室 床貼り替え

〃 3年 4月 GIGAスクール構想により，児童にタブレット端末貸与。

〃 4年 1月 昇降口改修

〇真名子小学校は，明治6(1873)年8月1日，円満寺にて「日就学舎」として開校以来，真名子地区ととも
に歩んできました。平成23(2011)年10月1日の栃木市との合併以降も，地域の方の指導や援助を受けな
がら，「地域とともにある学校づくり」を行ってきたところです。

〇本校の児童は，素直で思いやりがあり，人に優しく接することができます。地域の中で，協力し合っ
て生活しています。自分たちが住んでいる地域を知り，文化に触れることは，ふるさとを誇りに思い，
大切にしていこうという気持ちを高め，つないでいこうという思いを育みます。

〇「ふるさと真名子」の文化を「ふるさと学習」として学び，自己の生き方について考えていくために
は，地域と連携した取組が必要です。

〇以上のことから，「ふるさと学習」を軸とした教育を行うために，本年度の学校運営の重点を

「ふるさと真名子」を子どもの心に刻む教育の実現
とし，以下の２項目の実践を通して，真名子小学校ならではの教育を推進します。

１ 「ふるさと真名子」の文化を継承し創造する児童を育てます。
・生活科や総合的な学習は『ふるさと学習』を柱とし，地域の歴史・文化・伝統・
特色等と関連づけた学習をします。
・「ふるさと民話クラブ」「絵手紙クラブ」「オカリナクラブ」の３つの文化系クラブ
を実施し，「ふるさと真名子」の情緒にふれさせます。
・真名子の旧所名跡を訪ねる「ふるさと交流ウォークラリー」を実施し，長く続く
「ふるさと真名子」の伝説や民話を学ぶことで，郷土愛を深めさせます。
・「ふるさと真名子」のお囃子を，地域の方と６年生で演奏し，ふるさとの文化を継
承します。

２ 児童が地域の一員であることを実感できる機会を作り，地域の方に感謝する気持ちを高

めます。

・大宮神社清掃やひとり暮らしのお年寄りへ年賀状を送ること等を通して，地域へ

の関心を高めます。

・学習活動に地域学校ボランティアの力を積極的に取り入れ，「ふるさと真名子」の

よさに気付かせると共に，地域の方への感謝の気持ちを育てます。



３ 学校運営全体構想図

＜進んで学ぶ子＞ ＜思いやりのある子＞ ＜笑顔はじける元気な子＞
（目標を持ち自分を高める子） （人の気持ちがわかる子） （心身共に健康である子）

○自分が立てためあてに向かって努 ○人の気持ちがわかり，正しい判 ○自分の良さがわかり，それを生
力できる子 断ができる子 かせる子

○落ち着いて話を聴き，文章を正し ○人のために働き，役に立てる子 ○自他の安全や健康を考えて行動
く読み取る子 ○頑張っている人を支えることが できる子

○よく考えて学ぶ子 できる子 ○周囲の人と良好な関わりができ
○感謝の気持ちを持てる子 る子

学
校
運
営
方
針
推
進
の
具
体
策

【学校教育目標】
○進んで学ぶ子

○思いやりのある子

○笑顔はじける元気な子

【 学校運営基本方針 】
１ 子ども一人ひとりを大切にした教育を進める。

２ “ふるさと真名子”を大切にする心を育てる『ふるさと学習』を推進する。

３ 学校運営協議会や地域コーディネーター制度を生かし，地域・保護者と協働

して子どもたちを育成する学校づくりを推進する。

４ グローバル人材育成を推進する。

５ 西方中・西方小と連携し，西方ブロック小中一貫教育を推進する。

学校経営方針１「子ども一人ひとりを大切にした
教育を進める」について
(1) 子どもの気持ちを理解し，自ら考え正しく
判断させる教育を推進する。

(2) 子どもに達成感・有用感を持たせる教育を
推進する。

(3) 人権教育を推進する。

学校経営方針２「ふるさと真名子を大切にする心
を育てる『ふるさと学習』を推進する」について
(1) 総合的な学習の中心に『ふるさと学習』を据
えて，多くの体験活動を取り入れる。

(2) 地域人材を生かした教育活動を推進する。
ふるさと交流ウォークラリー・クラブ活動・
真名子っ子活動・運動会のお囃子 など

(3) 地域に貢献できる活動を考え，実践する。
（大宮神社清掃・お年寄りとの交流など）

学校経営方針４「グローバル人材育成を推進する」
について
(1) 多様な文化や歴史に触れる機会をつくる。
(2) 伝え合う場面を重視したコミュニケーション
活動や機会を充実させる。

(3) ICTを効果的に活用し，情報活用能力の育成
を図る。

学校経営方針３ 「学校運営協議会や地域コーディネーター制度を生かし，地域・保護者と協働して
子どもたちを育成する学校づくりを推進する」について

(1) 地域・保護者・学校の連携を密にし，三者で協働して児童の育成を推進する。
(2) 家庭との連携を図り，子どもたちの自己肯定感や有用感を高め，自信をもたせる教育を推進する。
(3) 各種ボランティアによる諸教育活動を推進する。

学校運営協議会・地域コーディネーター家 庭 地 域
  

【学校運営の重点】
「ふるさと真名子」を心に刻む教育

【めざす児童像】

【児童の実態】
・素直で礼儀正しく，よく働く
・学年が違っても仲がよい
【地域の実態】
・豊かな自然，誇れる歴史と文化
・協力的な保護者・地域の方々
【本校の教職員のよさ】
・子どもたちを大切にする
・同僚性，協調性が高い
・保護者との関係が良好
・学校業務に意欲的

学校経営方針５「西方中・西方小と連携し，西方
ブロック小中一貫教育を推進する」について
(1) 自分が決めた目標に向かって，家庭学習に取
り組めるよう支援・助言をする。

(2) 正しい生活習慣が身に付くよう働きかける。
(3) 授業の中で，自分の考えを「書く」「伝える」
「話し合う」「発表する」場を設定し，学力向
上を図る。

【西方ブロック小中一貫教育】
目指す子ども像 自主・敬愛・剛健

はじめに子どもありき みんなで育てる 小規模校だからこそできる教育を


